
3-3-68



3-3-69

資料⑫



3-3-70



２５東水第３５７－４号 

平成２５年 ９月 ３日 

 

 各水道事業管理者 殿 

 

                         愛知県公営企業管理者 

                          企業庁長 丹羽 健一郎 

                          （ 公 印 省 略 ） 

 

給水の制限について（通知） 

 

 豊川用水の水源状況の悪化に伴い、本日、豊川用水節水対策協議会が開催され、協議

の結果、第５回節水対策を実施することが決定されました。 

 つきましては、愛知県水道給水規程第１１条に基づき下記のとおり給水制限を実施し

ますので、ご協力をお願いします。 

 

記 

１ 給水制限期間  平成２５年 ９月 ４日（水）９時から当分の間 

２ 給水制限水量  基準水量に対して２８％の給水制限 

３ 給水制限区域  豊川用水を水源とする全域 

４ 給水制限理由  水源状況が悪化したため 

 

 

                    

担 当：東三河水道事務所 配水課 

 送水・配水グループ 

電 話：０５３２－６１－２８３９ 

ＦＡＸ：０５３２－６１－５４３１ 

電子ﾒｰﾙ：higashimikawa-suido@pref.aichi.lg.jp 
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